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■法務リスク情報■                         2014.12.05 

土壌汚染に係る企業のリスクについて 

 

１．はじめに 

 土壌汚染とは、土壌が重金属、有機溶剤、農薬などによって汚染されることをいいます。一般的には

工場等の操業による人為的な汚染によるものが大半ですが、自然由来の重金属等によるものも含まれま

す。なお、人為的な土壌汚染の形態としては、突発的な事故によって生じる土壌汚染と、有害物質が長

年にわたって蓄積していく蓄積性・非突発性の土壌汚染に大別されます。 

企業にとって、こうした土壌汚染リスクは無視できるものではありません。自らが汚染者となって周

辺住民などに健康被害を生じさせた場合、不法行為責任を問われることになります。また、汚染の除去

等に多額の費用が生じる可能性があります。    

 他方、土地取引に関しても土壌汚染が問題となります。そもそもある土壌が汚染されているかどうか

は地中の状態に関することであるため、確認しにくいという面があります。このため、土地売買の後、

土壌が汚染されていることが判明し、その結果生じる経済的負担を巡って契約当事者間で争いが生じか

ねません。 

そこで、本レポートでは、土壌汚染による健康被害の防止措置を定めた土壌汚染対策法の内容を概観

したうえで、土壌汚染の発生やトラブル回避のために必要な対応や、汚染された土地の売買に関する法

的問題について説明します。 

 

２．土壌汚染対策法の概要 

（１）目的と枠組み 

土壌汚染対策法の目的は、「土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染

による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、も

って国民の健康を保護すること」です。もともと土壌汚染に関しては農地を対象にした法律しかありま

せんでしたが、有害物質による地下水や土壌の汚染が問題となるケースが増えたことを背景に、平成 15

年に本法が成立し、翌年に施行されました。平成 21年に改正され、現在に至っています。 

本法は、まず、一定の事由が発生した場合に土壌汚染状況の調査を行うことを土地所有者注 1に義務付

けています。ここでの一定事由とは、①有害物質使用特定施設（水質汚濁防止法で規定）の使用を廃止

した場合（3条調査）、②一定規模（3000㎡）以上の土地の形質変更注 2の届出の際に、土壌汚染のおそ

れがあると都道府県知事等が認める場合（4条調査）、③土壌汚染により健康被害が生じるおそれがある

と都道府県知事等が認める場合（5 条調査）です。これらの場合、所有者等は調査を実施し、結果を報

告しなければなりません。 

なお、特定有害物質は図表１のように 3種類に分類されており、その種類に応じて調査方法が定めら

れています。汚染の有無は、特定有害物質の溶出によって汚染地下水を摂取してしまうというリスクに

着目して定められた溶出量基準と、特定有害物質が含まれる汚染土壌を直接摂取するリスクに着目して

定められた含有量基準の 2つによって判断されます。 
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       図表１ 特定有害物質の分類と実施すべき調査の種類 

 

 

 

 

 

 

 

調査の結果、①溶出量基準に不適合で周辺の土地において地下水の飲用等がある場合、または、②含

有量基準に不適合で人が立ち入ることができる土地である場合に、健康被害のおそれがあるとして当該

土地は要措置区域に指定されます。加えて、都道府県知事から所有者等注 3に対して健康被害防止のため

汚染除去等の措置命令が出されます。また、当該土地の形質変更は原則として禁止されます。 

他方、溶出量基準または含有量基準に不適合で、健康被害の恐れがない場合には形質変更時要届出区

域に指定されます。健康被害の恐れがないため汚染の除去等の措置は不要ですが、土地の形質を変更し

ようとする際には都道府県知事に計画の届出が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分類 第一種特定有害物質 第二種特定有害物質 第三種特定有害物質

対象物質
揮発性有機化合物11種
（ベンゼン、トリクロロエ
チレン等）

重金属9種（カドニウム
及びその化合物、六価ク
ロム化合物等）

農薬種（有機リン化合
物、PCB等）

実施すべき
調査の種類

土壌ガス調査、土地溶
出量調査（土壌ガス調
査で特定有害物質が検
出された場合のみ）

土地含有量調査、土地
溶出量調査

土地溶出量調査

（資料）土壌汚染対策法施行規則をもとに当社作成。

図表２ 汚染物質の漏洩事故の原因 

（資料）経済産業省
関東経済産業局「企
業の土壌汚染対策
関連の事例集」図 1
を一部修正。 

3条調査 4条調査 5条調査

有害物質使用特定施設の廃止
一定規模（3000㎡）以上の土地
の形質変更

健康被害が生ずるおそれがある
と認められる場合

汚染のおそれ有りと認められる
場合

14条調査土地所有者等の指定調査機関に土壌汚染状況調査を行わせ、その結
果を都道府県知事に報告 自主調査において土壌汚染が

判明した場合において土地所有
者などが都道府県知事に区域
の指定を申請可能（環境省令で
定まる調査方法であること）

汚染の除去が行われた場合には、区域の指定を解除

指定基準超

（汚染有り）

指定基準超

（汚染有り）

要措置区域（6条） 形質変更時要届出区域（11条)

土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生

ずる恐れがないため、汚染の除去などの措

置が不要な区域（要措置区域で、摂取経路

の遮断が行われた区域を含む）

⇒土地の形質変更時に都道府県知事に

計画の届出が必要（12条）

摂取経路の

遮断が行わ

れた場合

土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が

生ずるおそれがあるため、汚染の除去など

の措置が必要な区域

⇒汚染の除去などの措置を都道府県知事

が指示（7条）

⇒土地の形質変更の原則禁止（9条）

指定基準以内

（汚染無し）

⇒終了

指定基準以内

（汚染無し）

⇒終了



 
Copyright ©2014 Ginsen Risk Solutions Co.,Ltd.  All rights reserved. 

 

 3 / 8 

 

（注）１．期間は平成15年2月15日の土壌汚染対策法施行以降、平成25年3月31日まで。

　　　２．件数は複数回答有。また、その他が原因不明のものを含め1,117件ある。

（資料）環境省水・大気環境局「平成24年度土壌汚染対策法の施行状況及び土壌汚染調査・対策事例等に関する調査結果」

0 50 100 150 200 250

汚染原因物質の不適切な取扱いによる漏洩

汚染原因物質を含む排水の地下浸透

施設の破損などによる汚染原因物質の漏洩事故

自然由来

廃棄物処理法施行前廃棄物の処理

残土の処理

排ガス、排気中の汚染原因物質の降下、沈着等

（件）

溶出量基準と含有量基準の両方に適合していれば規制の対象外です。要措置区域や形質変更要届出区

域に指定されても、汚染が除去されれば指定は解除されます。以上のプロセスを図表化すると、図表２

のようになります。 

なお、平成 22 年 4 月の改正法施行により、自主的な調査によって土壌汚染が判明した場合にも、土

地の所有者等が都道府県知事等に区域指定を申請できることが定められました。当該区域への指定後に

法律に基づいた対応を採ることで、汚染管理のプロセスに信頼性を確保でき、また、措置を実施して指

定が解除されれば、いわば公的なお墨付きを得られるというメリットがあります。 

（注１）使用収益に関する契約関係や管理の実態等から管理者や占有者が調査義務者となることがあります。 

（注 2）掘削や盛土等により土地の形状を変更することをいいます。 

（注 3）措置命令の対象は通常は所有者です。ただし、所有者等以外の者の行為によって汚染が生じたこと 

が明らかであり、その行為者に措置を行わせることが妥当だと考えらえるような場合には、当該行 

為者に対して措置命令が出されることになっています（7条 1項）。 

 

３．土壌汚染を引き起こすリスクへの対応 

（１）リスクアセスメント 

まず、企業が自ら土壌汚染を引き起こすリスクについて考えたいと思います。土壌汚染がどのような

原因で引き起こされるのか、その要因をみてみると、施設の損壊等による汚染原因物質の漏洩事故や、

不適切な汚染原因物質の取り扱いによる漏洩が上位を占めています（図表３の赤線内の項目）。 

では、汚染原因物質の漏洩を防ぐためにはどのような対応が必要なのでしょうか。まずはリスクアセ

スメントを実施することです。 

具体的には、自社で使用している特定有害物質を洗い出し、それぞれの物質の漏洩が発生する事象と

してどのような場合が考えられるのかを特定する必要があります。洗い出しの漏れを防ぐには、それぞ

れの特定有害物質について、搬入、貯蔵、使用、排出、廃棄等の作業プロセスに沿って検討していくこ

とが有効だと考えられます。このようにして洗い出したリスク事象について、発生頻度や影響度などを

評価し、どの事象が重大なのかを判断しなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

図表３ 汚染物質の漏洩事故の原因 
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ハード面の対策 ソフト面の対策

漏洩防止
有害化学物質の使用規制、有害化学物
質に代わる代替物質の使用

定期パトロールの実施、定期的な漏洩
点検の実施

漏洩の早期
発見

監視池、ＴＶモニタ、ＰＨ計・温度計など
のモニタの設置

化学物質の取り扱いマニュアルの整
備、教育、監査、パトロールの実施

拡散防止
漏洩時に汚染につながらない施設整備
（地下タンクのピット化、防液堤の設置、
オイルトラップ・貯留槽の設置）

－

地下浸透
防止

－
トリクロロエチレンなどについての地下
水調査を実施

（資料）経済産業省関東経済産業局「企業の土壌汚染対策関連の事例集」

（２）対策の策定・実施 

リスクアセスメントで洗い出した事象のうち、重大なものを中心に対策を策定し、実施する必要があ

ります。対策が計画通りに実施されるかをチェックすることも重要です。 

漏洩防止の対策としては、まず、装置・配管・設備等から汚染原因物質が漏洩しにくくすることが考

えられます（漏洩防止対策）。また、仮に漏洩が発生しても、早期に発見できるようにすることも重要

です（早期発見対策）。早期に発見できれば、漏洩を最小限に抑えることが可能になり、また、汚染原

因物質が周辺に拡散したり、地中にしみ込んだりすることを回避することができます（拡散防止対策・

地下浸透防止対策）。 

製造業の事例として、図表４のような対策があります。対策が必要と考えられる事象に対して、こう

した対策のひとつないし複数の組み合わせを検討することが必要です。 

図表４ 土壌汚染の未然防止等に関する取り組み事例（製造業の事例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）保険による対応策 

また、対応策として保険を活用することも極めて有効です。 

環境汚染賠償責任保険は、土壌汚染に起因して第三者に損害を与えた場合に、土地の所有者または管

理者の法律上の責任を担保するものです。また、自己の所有地内で土壌汚染が確認された場合の浄化費

用を補填する保険として環境浄化費用保険があります。 

これらの保険では、保険契約時点で汚染が確認されていないことが前提となるため、保険会社が指定

する調査会社が実地調査を行うことを要件とすることが一般的です。しかし、最近では顧客による申告

に基づく簡易診断で済ませるような保険商品も出てきています。また、以前は突発性の汚染事故のみを

対象とした保険会社も少なくありませんでしたが、近年は、長年にわたって蓄積される非突発的な土壌

汚染についても補償する保険も一般的になっています。 

 他方、上記の保険とは異なり、土壌汚染が既に明らかになっ
．．．．．．．．．．．．．

ている
．．．

土地
．．

に関して、土壌修復費用が見

積額以上に膨らむリスクを回避するための保険として、土壌修復費用を対象にしたストップロス（損害

限定）保険があります。当初想定されていなかった汚染が新たに見つかったり、想定されていた汚染の

範囲や量が当初の想定より大きかったりして、追加の費用が発生した場合に、その追加分の費用（また

はその一定割合）が補填されます。 
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４．汚染された土地に関する売買リスク 

（１）土壌汚染に関する瑕疵担保責任 

土地の売買後、その土壌が汚染されていたことが分かった場合、民法上の瑕疵担保責任の問題が発生

します。売買の目的物に隠れた瑕疵があったとき、買主がこれを知らず（解釈上、知らなかったことに

ついて無過失であることも必要）、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は

契約を解除することができます。契約を解除することができない場合でも損害賠償を請求できます。土

壌汚染も瑕疵の一つとして瑕疵担保責任の対象になります。したがって、土地の売主にとっては、土壌

汚染を理由に売買契約を解除されたり、損害賠償を請求されたりするリスクがあるのです。 

しかし、土壌汚染について、瑕疵とは具体的に何か、瑕疵の有無の判断時点はいつか、買主の善意・

無過失の判断基準は何か、等が以下のように裁判の争点になったことがあります。 

 

①法律の要求基準と瑕疵の有無の関係 

デベロッパーがマンション用地を購入したところ、工事中に地中からコンクリートの基礎やオイル

類による汚染が発見され、売主に賠償を請求したものです。オイル類の汚染に関し、売主は、環境基

本法に定められた環境基準値を下回るため瑕疵には当たらないと主張しましたが、判決は、「オイル

類の処分をしなければならないかどうかという買主の法的義務の存否
．．．．．．．

によって定められるべきもの

ではなく、対象物が取引通念上通常有すべき性状を欠くか否か
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

によって決定されるべきものである」

として、売主の主張を退けました。（東京地裁、平成 14年 9月 27日） 

 

②瑕疵の有無の判断時点 

本件は、売買契約後 10 年以上たって、土地がフッ素で汚染されていたことが判明した事例です。

契約当時、フッ素が土壌に含まれることによって人に健康被害を及ぼす可能性があるとは考えられて

おらず、契約当事者にもそのような認識はありませんでした。しかしその後、フッ素の有害性が認識

されるようになり、土壌汚染対策法や条例等で規制対象となりました。当該規制措置に基づき買主が

汚染調査を行ったところ、フッ素汚染が発見されたため、売主に損害賠償を請求したものです。 

最高裁は、「売買契約の当事者間において目的物がどのような品質・性能を有することが予定され

ていたかについては、売買契約締結当時の取引観念をしんしゃくして判断すべき」として、本件は瑕

疵には当たらないとしました。（最高裁第三小法廷、平成 22年 6月 1日） 

 

③買主が瑕疵の存在について善意・無過失であること 

A社がアミューズメント施設の建設を計画しました。その計画に基づき、土地所有者である被告甲

は当該土地を信託財産として信託設定を行い、その信託受益権を A社が出資する会社、乙（原告）に

譲渡しました。その際、取引の仲介を行った信託会社は、その土地で以前に車両の解体・整備等が行

われていたことを原告乙に報告しました。その後、原告乙が土壌調査を行ったところ、鉛等による基

準を上回る汚染が発見されました。そこで、原告乙は被告甲に損害賠償を請求しましたが、被告甲は、

汚染の可能性があることは信託契約の開示事項に明記されていたので原告乙は瑕疵に関して善意・無

過失ではないと主張しました。 

判決は、原告乙が、土壌汚染の可能性があること自体は認識していたと認定しました。しかし、原

告乙が土壌調査を実施することができるのは譲渡契約締結後のことであり、瑕疵担保責任の有無の判
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断時点である売買契約締結時点ではそれを実施できなかったのであるから、原告乙に土壌汚染を知ら

なかったことについて過失があったとは認められないとしました。（東京地裁、平成 18年 11月 28日） 

 

④売主の免責条項の効果 

 将来土壌等の汚染が発見された場合も瑕疵担保責任を含め一切の責任を負わない旨の売主の免責

特約が付帯された売買契約が締結され、その後、契約前の土壌調査では検出されていなかった六価ク

ロムが見つかった事例です。買主は、売主には六価クロムの使用履歴があり、六価クロムによる汚染

を知っていたとして、免責特約は適用されないと主張しました。 

なお、前述の調査では土地の一部に六価クロム以外の特定有害物質による基準超の汚染が検出され

ており、売主がその除去等の工事を行うという特約も付帯されていました。その特約に基づき売主が

工事を行っていた際に六価クロムによる汚染が見つかったのです。 

判決は、工場で六価クロムを使用すれば地中にもそれが存在するという経験則があるとは言えない

として売主の悪意を否定し、また、前述の調査が土壌汚染対策法の指定調査機関によって、同法や条

例に準拠した方法によって行われたことから、悪意と同視すべき重大な過失があったとも認められな

いとして、買主の主張を否定しました。（東京地裁、平成 24年 9月 25日） 

なお、当該判例は、売主の免責特約があったとしても、売主が土壌汚染を認識し、または認識して

いなかったことについて重大な過失があればその適用が否定されるということが前提となっていま

す。 

 

（２）売買の際の注意点 

①買主サイドの注意点 

企業が操業中の工場の用地を買収して再開発する場合、それが 3000 ㎡以上であれば土壌汚染対策法

4 条に基づく調査義務が発生します。調査の結果、汚染があることが分かった場合、措置命令を受ける

可能性が生じます。したがって、土地を購入しようとする場合には、売買契約締結に際して、調査費用

や汚染が確認された場合の除去費等の負担等について明確にしておくことが必要です。既に発生するこ

とが明らかな場合については、それを織り込んで売買価格を決める必要があります。 

しかし、開発のために購入した土地が汚染されていることが発覚した場合、除去工事等の実施により

開発スケジュールが遅れることが予想され、コスト負担を招きます。開発事業の性質や汚染の程度によ

っては、事業自体を断念せざるを得なくなることも想定されます。したがって、まずは汚染リスクの高

い土地の購入を回避することが重要です。たとえば、国土交通省の運営する「土地総合情報ライブラリ

ー」の土地利用図を活用するなどして土地利用履歴を調査します。その上で、リスク評価を行い、必要

性に応じて土地調査を実施する必要があります。たとえば、ある企業では、土地を購入する場合、次ペ

ージ図表５）のようなフローで判断しているとのことです。 

 

②売主サイドの注意点 

売主としては、当該土地が汚染されていた場合、後日、買主から瑕疵担保責任を追及される可能性が

あります。このようなリスクを回避するためには、契約書に売主が瑕疵担保責任を負わないことを明記

する方法がありますが、売買契約前に土壌調査を行うことなくそのような条項を契約書に盛り込むこと

は現実的には困難だと思われます。また、当該条項を盛り込んだとしても、契約時点で売主が汚染につ 
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   図表５ 土壌汚染チェックフローの例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いて知っていたか知らないことについて重大な過失がある場合には瑕疵担保責任を問われる可能性が

あることに注意が必要です（４．（１）④を参照）。 

事後的に買主とそのようなトラブルを回避するためには、土壌汚染の可能性について不安がある場合

には必要に応じて調査を実施し、その結果を買主と共有したうえで契約内容を詰めるべきものと考えら

れます。 

 

③再開発スキームにおける保険の活用 

通常、売買当事者が土壌汚染リスクについて不安を持つ場合、土壌調査が実施され、その結果を踏ま

えて売買価格等が決まることになります。汚染が判明した場合には、汚染がない場合の価格から除去工

事の費用等が減価されます。このため、汚染の程度がひどく、工事の費用が嵩む場合には売買価格がマ

イナスとなることも理論上は考えられます。そのような状況では、所有者が汚染された土地を未使用の

まま放置することも考えられます。また、売却しても後に発生するかもしれない瑕疵担保責任に基づく

賠償額がいくらになるのか不透明な場合にも同様の状況が生じる可能性があります。 

そこで、こうした事態を回避し、土地の有効活用を実現するためには、実施する対応工事を必要最小

限に抑えるとともに、追加対策が必要になるリスクを土壌修復費用を対象とするストップロス（損害限

定）保険で補償するという対応が考えられます。 

図表６は、合理的な土壌汚染対策の事例として国土交通省の「土地総合情報ライブラリー」に掲載さ

れているものです。このケースでは、すべての汚染土壌を掘削除去した場合、当該工事費用が売却価格

を上回る可能性があったことから、汚染濃度の低いところは掘削除去を行わずに舗装するだけにとどめ、 

図表６ 土壌汚染対策として保険が活用された事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）経済産業省関東経済
産業局「企業の土壌汚染対策
関連の事例集」 

土地の状況
物流拠点としてのニーズが高い地域に位置していたものの、鉱油による汚染状況
が確認されてから対策費用の負担を巡って長期間、開発ができなかった。

買主のニーズ
買主は信託受益権化を前提にしたファンドであり、開発スケジュールの観点から、
浄化作業期間を短縮したい。

売主のニーズ
浄化対策費を控除した後の売却価格をプラスにするとともに、売却後の瑕疵担保
責任を回避したい。

汚染濃度が高いところは掘削除去、低いところは残置（舗装）することで、全面掘
削除去を行う場合に比べて対策費用を圧縮し、かつ、浄化作業期間を短縮。

環境汚染賠償責任保険で残置リスクに対する売主の瑕疵担保責任を移転。

（資料）国土交通省「土地総合情報ライブラリー 合理的な土壌汚染対策事例【事例27】」

本件の解決策
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残置土壌については保険をつけることにより売主の瑕疵担保責任を移転しました。こうした手法を採用

することによって、物流拠点としてニーズが高い地域にありながらも活用されていなかった土地の売買

が実現し、有効利用できるようになったということです。 

 

５．さいごに 

このように、土壌汚染に関するリスクとしては、事業において自らが有害物質で土壌を汚染するリス

クと、汚染土壌の売買に関連するリスクがあります。いずれのリスクについても、リスクを回避するた

めの仕組み、前者であれば汚染を引き起こさないような仕組み、後者であれば土壌汚染の可能性の高い

土地でないかを適切に判断する仕組みを構築することが重要です。しかし、そのような仕組みを作った

からといって、必ずしもリスクを回避できるとは限りません。土壌汚染が顕在化すると大きな損失をも

たらす可能性があることを考えると、前述のように保険活用を検討する必要もあると考えられます。 

とは言え、保険金支払が巨額になり、その支払期間も長期にわたるケースもあるため、保険会社の引

受方針を十分に確認しておくことが重要です。 
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